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 令和３年度

予算特別委員会 質疑

予算特別委員会

宿直を廃止して警備会社に夜間警備を委託する
が、災害等発生時の連絡体制について対策はとれて
いるのか。

町の防災計画で災害発生時における連絡体制を定
めている。警備会社と契約する際にも緊急連絡網な
どに関する取り決めを行い、確実に連絡が取れる体
制を構築していく。

災害等発生時の連絡体制について�2

確実に連絡を取れる体制を構築する�"

建設も昭和50年代と古くなってきており、配管等
も故障したままである。今後どのような方向性で利
活用を進めるのか。

運動公園の温泉施設の現状と
今後について�2

前利用者の契約満了により新たな利用者を募集し
たが応募が無かった。来年度は地域おこし協力隊が
赤べこ制作の工房として利用していく予定。

赤べこの制作工房に�"

備蓄倉庫に備蓄されている食料品類で賞味期限が
近くなったものを防災訓練などで参加者に配るなど
の考えはないか。また、備蓄品の数量についてどの
程度確保しているのか。

ローリングストック方式を採用し計画的に整備し
ており、賞味期限が近くなったものを令和３年度か
ら防災訓練などで使用していく。また、備蓄量は町
の人口の10％、３日分相当の食料を確保することを
目標に整備している。

備蓄倉庫の食料品について�2

ローリングストック方式を
採用している�"

せいざん荘、観光物産館、つきみが丘町民センタ
ーの委託料が大きく違うのはなぜか。

施設ごとに施設管理料から収入を引いた額を委託
料としている。宿泊施設、土産物の販売、宴会等の
実施の有無により、各施設の収入が異なるため委託
料にも差が出ている。

指定管理委託料の違いについて�2

各施設の規模や収入が異なるため�"

Ｂ＆Ｇ体育館の武道館で以前雨漏りがあり、原因
は不明のままだった。昨年度も雨漏りがあったのか。

武道館の雨漏りについて�2

雨漏りの発生は続いているが微量ということで経
過を観察してきた。令和２年度に内部構造を調べ応
急的な工事を行い、施行後の状況を見守っている状
態。

応急的な工事を行い経過観察中�"

　ふるさと納税に関しては担当部局だけではな
く、全庁を挙げて取り組むべきだと考えている。
返礼品を多様化し、柳津町内産のおいしいものを
全国にアピールしてほしい。

１件当たり最大10万円、
４件分を計上している。作
物に関しては想定していな
い。令和２年度はえごま関
係で実績があった。
ふるさと納税の返礼品と
して提供してもらえる場合

補助額として40万円が計上されているが内訳は。
また、どういう作物を想定しているのか。ふるさと
納税の返礼品として活用することを考えているか。

農産物6次化推進事業補助金に
ついて�2

１件当たり10万円、４件分を計上�"

�A�l

に補助金を上乗せすることなども検討したが、今回
の予算では見送った。

令和2年度にオンライン授業を初めて実施したわ
けだが、実際にしてみて感じたことは。

タブレットを通して児童たちが
毎日顔を合わせることが出来たこ
とは大変好評だった。今後も状況
によってはオンライン授業を活用することがあると
思うが、児童・生徒の学習の質を高めるということ
についてはまだまだ課題が多い。

オンライン授業について�2

まだまだ課題は多い�"
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空き家対策や移住に対していくつかの補助金が
あるがその実績は。また、今後どのように対策を
するのか。

令和２年度の実績は改修補助２件、除却補助２
件、家財道具の処分補助０件、移住支援事業補助
金０件。
令和３年度は空き家バンクへの登録委託料を新
たに予算化。現在空き家バンクの登録件数が少な
いので、空き家の所有者が相談できる体制を整え、
登録件数を増やし、柳津町への移住者を増やして
いきたい。

空き家対策の現状についてQ

空き家バンクを充実していくA

国民健康保険特別会計予算（施設勘定）の歳入で一般会計繰入金と特別会計
繰入金と２種類あるのはなぜか。

一般会計繰入金は人件費や備品購入費など。特別会計繰入金は特別調整交
付金からの繰入金となっており、へき地診療所の運営費が該当となる。

一般会計繰入金と特別会計繰入金の違いについてQ

特別会計はへき地診療所の運営費A

コロナ禍において感染状況によっては役場職員のテ
レワークも検討する必要があると思うが、取り組みに
ついてどのように考えているのか。

現在、分散勤務という形
で計画している。ふれあい
館、ゆきげ館などに場所を
確保し、新型コロナウイル
ス感染症の感染状況を見な
がら分散勤務を考えてい
る。

役場職員のテレワークについてQ

分散勤務を行い、感染症に対応するA

最近の動向は。返納した人の意見などを把握し
ているか。

65歳以上の方を対象に実施しており、令和元年
度は15名、令和２年度は20名が利用している。制
度が開始されてからの総計は52名。
初年度はタクシー券の有効期限が１年間だった
が、利用者の要望により２年間に延長した。

運転免許証自主返納支援事業の
実績についてQ

令和２年度は20名が利用A

今後、どのようなプランでデジタル化を実現してい
くのか。

県で取りまとめている「会津地域課題解決推進会議」
のプロジェクトの一つとしてデジタル化の推進があり、
柳津町も参加しており、県と協同で進めている。
令和３年度は業務量の把握を行ったうえで、どうい
った業務がデジタル化できるか、業務の選定をしてい
く予定。

デジタル化の推進についてQ

福島県と協同で進めていくA

昨年度は新型コロナウイルス感染症の影響で試
験の回数や人数が制限され、取得できなかった人
も多い。今年度は、広報で取得を促すなど、積極
的にＰＲしてほしい。

通常であれば年６回程度開催しているが、開催
状況を確認しながら、罠免許を積極的に取得して
もらえるよう周知していく。取得に掛かる費用の
補助も昨年度同様に実施する。

罠免許取得の推進についてQ

積極的に取得してもらいたいA

町民バスの位置情報や運行状況、乗車予約などをＩ
ＣＴ化することは考えていないか。

現在、会津若松市ではバスにＧＰＳを搭載し、スマ
ートフォンなどで運行状況を確認できる実証実験を行
っており、運賃の支払いについてもキャッシュレス化
ということで、ＩＣカード、電子決済の導入も検討し
ている。物理的には可能であると思われるが、利用者
の動向を踏まえて今後検討していきたい。

町民バスのＩＣＴ化についてQ

有効性やさらなるデジタル化も視野にA

予算特別委員会
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３月定例会審議議案　－ 主な議案 －

令和３年第１回３月定例会が、３月１０日から１９日までの１０日間の会期で行われ
ました。

今回の定例会では、令和３年度当初予算及び令和２年度補正予算、条例の改正など 
５２議案が審議され、原案どおり可決されました。なお、議会から令和３年度当初予算
に対して予算意見書を提出しました。

議会録画映像のお知らせ
　一般質問の映像を、町のホームページから
視聴することができます。

また、ホームページでは議事録も公開され
ています。

柳津町

ホームページ
柳津町議会 議会録画映像

スマホやタブレット端末からも、
見ることができます！ 町

道
と
な
っ
た
も
の
。
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議 案 審 議
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議 案 審 議

令和３年度予算意見書
１　令和３年度一般会計予算は39億6,000万円と前年
対比14.8％の減であり、特別会計との合計では55
億4,671万円と10.4％の減となっているが、「コロナ
禍」での予算執行であり、前年度からの「感染防
止対策」を徹底し、忠実な予算の執行にあたるこ
と。
　また、執行にあたっては、効果的・効率的・公
平性及び透明性を遵守し、「ムリ・ムラ・ムダ」を
排除するとともに適正な執行に努めること。

２　令和３年度は「第６次柳津町振興計画」の初年
度にあたり、「コロナウイルス感染症」の対策に万
全を期し、計画の遂行にあたるとともに目標と実
態とに乖離を生じないよう、実行効果の確保を図
り、町民の満足度の向上に努めること。

３　「コロナウイルス感染予防ワクチン」の接種に
あたっては、関係機関と十分連携を執り、接種時
の「混乱」あるいは「アナフィラキシー」など、
ワクチン接種の不安解消に努め、該当者全員が早
期に接種できる体制を構築すること。

４　集中豪雨や台風など近年の「気象異変」は、各
地で大災害を引き起こし、被災者の心情は計り知
れず、生活基盤や道路あるいは橋梁、土砂崩れな
どの「事前防止対策」を進め、町民の安心・安全
の確保を図ること。

５　消防団員は年々減少傾向にあり、被害を最小限
に食い止めるため、地区住民また消防団ＯＢ、婦
人消防隊の自主活動は重要であり、その役割と安
全確保の体制構築に努め、高齢社会の被災に備え
ること。
　また、消防団員確保のため、勤務先の町内外企
業等を訪問し、経営者の理解を求め勧誘に努める
こと。

６　鳥獣被害対策については、近年「イノシシ」に
よる被害が激増しており、「ワナ猟免許」及び「狩
猟免許」の取得支援を拡充し、捕獲人員の確保と
ともに、機動的に活動できる体制を早急に構築し、
積極的な捕獲によって被害を最小限に抑え、町民
の安全・安心の確保に努めること。

７　職員教育は、近年町外からの採用者や通勤者が
多く、必ずしも本町の事情に精通しておらず、各
行政区の内情把握を促すとともに、住民の福祉の
増進及び行政サービスの向上のため、役場職員と
しての責務を果たせるよう、現行の職員教育方針
以外に、より一貫した人材の育成体制を整えるこ
と。
　また、適正な人員配置とともに事務の見直しを
図り業務の効率化を進めること。

８　町内の養豚業者から発生する「養豚臭気」につ
いては、町及び県、業者と一体となり、徹底した
対策に努め、住民の一日も早い安穏な生活を取り
戻すこと。

９　町民バスの運行は、安全運転をモットーに、利
用者のニーズを損なうことなく、合理的かつ有効
な運営により、乗車率の向上を図るとともに、同
時運用している「スクールバス」の運行目的を損
なわないよう配慮し、町民バスとスクールバスの
効率性を確保すること。

10　納税に不公平感が生じないよう「滞納徴収」に
は積極的に取り組み、町税等の自主財源の確保に
努めるとともに、事案によっては「法的手段」を
行使し、納税に対する理解と啓発活動を積極的に
進めること。

11　町による各種団体等への補助、また町が行う協
議会委員の報酬、指定管理者に対する管理委託料
については、町の規則を遵守し、不公平かつ不適
正のないように取り計らうこと。

12　「コロナ禍」により低迷している「町内商工観
光業者」に対する支援については、国県とともに、
最大限の措置を行い一刻も早い回復に努めること。
　　また、観光客の誘致については、町による積極
的な「赤べこの里」誘客策を講じ、その受け入れ
体制の構築を図ること。

13　町民センターの「あり方」については、遅々と
して進展しておらず、利害関係者との合意形成を
図り、具現性のある「あり方」について早急に明
示すること。
　また、旧スキー場についても、跡地利用を含め
地権者との協議が進んでおらず、精力的に協議を
重ね早急に方向性を明示すること。

14　新分譲地の造成に当たっては、行政区・公共施
設など様々な課題も多く、社会環境に十分配慮す
るとともに、議会に諮りながら、魅力ある分譲地
の造成を図ること。

15　本庁地区及び支所地区の旧施設については、補
助金や交付金等を活用しながら、一刻も早い解体
とともに跡地利用を明確にすること。

16　デジタル化の推進に当たってはよく精査し、計
画性を持って整備に努めること。
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議 案 審 議

こんなことを決めました　－ 審議一覧 －

議案 件　　　名 結果

報告第１号 予算特別委員会付託案件審査結果報告 −

議案第１号 専決処分の承認を求めることについて 原案承認

議案第２号 専決処分の承認を求めることについて 原案承認

議案第３号 専決処分の承認を求めることについて 原案承認

議案第４号 柳津町つきみが丘町民センター条例の一部を改正する条例について 原案可決

議案第５号 柳津町西山温泉山村公園条例の一部を改正する条例について 原案可決

議案第６号 柳津町観光物産館条例の一部を改正する条例について 原案可決

議案第７号
特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条
例について

原案可決

議案第８号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について 原案可決

議案第９号 柳津町健康福祉プラザ銀山荘条例の一部を改正する条例について 原案可決

議案第10号 柳津町森林公園設置条例の一部を改正する条例について 原案可決

議案第11号 柳津町国民健康保険条例の一部を改正する条例について 原案可決

議案第12号 柳津町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 原案可決

議案第13号 柳津町介護保険条例の一部を改正する条例について 原案可決

議案第14号
柳津町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める
条例の一部を改正する条例について

原案可決

議案第15号
柳津町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地
域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基
準を定める条例の一部を改正する条例について

原案可決

議案第16号
柳津町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る
介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正す
る条例について

原案可決

議案第17号
柳津町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の一部
を改正する条例について

原案可決

議案第18号 柳津町道路占用料徴収条例の一部を改正する条例について 原案可決

議案第19号 柳津町町営住宅条例の一部を改正する条例について 原案可決

議案第20号 柳津町町営住宅等管理条例の一部を改正する条例について 原案可決

議案第21号 柳津町後継者独身住宅条例の一部を改正する条例について 原案可決

議案第22号 柳津町後継者独身住宅管理条例の一部を改正する条例について 原案可決

議案第23号 柳津町立小中学校嘱託医等の報酬支給に関する条例の一部を改正する条例について 原案可決

議案第24号 柳津町振興計画の策定について 原案可決

議案第25号 辺地に係る総合整備計画の策定について 原案可決

【３月定例会】
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こんなことを決めました　－ 審議一覧 －

議 案 審 議

議案 件　　　名 結果

議案第26号 工事請負契約の変更について 原案可決

議案第27号 町道路線の廃止について 原案可決

議案第28号 町道路線の認定について 原案可決

議案第29号 令和２年度柳津町一般会計補正予算 原案可決

議案第30号 令和２年度柳津町土地取得事業特別会計補正予算 原案可決

議案第31号 令和２年度柳津町国民健康保険特別会計補正予算 原案可決

議案第32号 令和２年度柳津町後期高齢者医療特別会計補正予算 原案可決

議案第33号 令和２年度柳津町介護保険特別会計補正予算 原案可決

議案第34号 令和２年度柳津町簡易水道事業特別会計補正予算 原案可決

議案第35号 令和２年度柳津町町営スキー場事業特別会計補正予算 原案可決

議案第36号 令和２年度柳津町農業集落排水事業特別会計補正予算 原案可決

議案第37号 令和２年度柳津町下水道事業特別会計補正予算 原案可決

議案第38号 令和２年度柳津町簡易排水事業特別会計補正予算 原案可決

議案第39号 令和２年度柳津町林業集落排水事業特別会計補正予算 原案可決

議案第40号 令和３年度柳津町一般会計予算 原案可決

議案第41号 令和３年度柳津町土地取得事業特別会計予算 原案可決

議案第42号 令和３年度柳津町国民健康保険特別会計予算 原案可決

議案第43号 令和３年度柳津町後期高齢者医療特別会計予算 原案可決

議案第44号 令和３年度柳津町介護保険特別会計予算 原案可決

議案第45号 令和３年度柳津町簡易水道事業特別会計予算 原案可決

議案第46号 令和３年度柳津町町営スキー場事業特別会計予算 原案可決

議案第47号 令和３年度柳津町農業集落排水事業特別会計予算 原案可決

議案第48号 令和３年度柳津町下水道事業特別会計予算 原案可決

議案第49号 令和３年度柳津町簡易排水事業特別会計予算 原案可決

議案第50号 令和３年度柳津町林業集落排水事業特別会計予算 原案可決

議案第51号 監査委員の選任同意について 原案同意

議案第52号 副町長の選任同意について 原案同意

報告第１号 専決処分の報告について −

議 員 提 出
議案第１号

柳津町議会委員会条例の一部を改正する条例について 原案可決

柳津町選挙管理委員会委員及び補充員の選挙について −
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一 般 質 問

○地方公務員の働き方改革と
地域活動への関わり方について

Q
　

多
様
化
す
る
住
民
ニ
ー

ズ
へ
の
対
応
や
複
雑
化
す

る
地
域
課
題
等
、
地
方
自
治
体
職

員
の
重
要
性
や
求
め
ら
れ
る
能
力
、

地
域
と
の
関
わ
り
方
、
そ
れ
ら
に

伴
う
働
き
方
と
附
帯
す
る
制
度
に

大
き
な
変
化
が
起
き
て
い
る
。
そ

こ
で
以
下
に
つ
い
て
伺
う
。

①
変
化
多
き
現
代
に
あ
っ
て
当
町

職
員
に
求
め
ら
れ
る
役
割
や
能
力

に
つ
い
て
、
従
来
と
比
較
し
て
の

考
え
方
に
つ
い
て
。

②
人
口
減
少
や
少
子
高
齢
化
の
顕

著
な
地
域
に
お
い
て
、
こ
れ
か
ら

は
地
域
課
題
に
対
し
て
行
政
が
町

民
と
連
携
し
解
決
策
を
見
出
す
仕

組
み
づ
く
り
が
必
要
だ
が
、
地
域

と
役
場
の
関
わ
り
方
に
つ
い
て
。

③
近
年
職
員
の
副
業
を
認
め
、
住

民
と
共
に
課
題
解
決
に
積
極
的
に

取
り
組
む
こ
と
を
後
押
し
す
る
自

治
体
が
見
ら
れ
る
が
、
当
町
職
員

の
副
業
に
対
す
る
現
在
の
制
度
状

況
と
こ
れ
か
ら
の
展
望
に
つ
い
て
。

A
（
町
長
）
①
職
員
一
人
一

人
が
、
住
民
の
幸
福
の
増

進
に
つ
な
が
る
よ
う
、
受
け
持
っ

た
業
務
に
意
欲
を
持
っ
て
取
り
組

む
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
の
業
務
を

遂
行
す
る
た
め
の
知
識
・
技
能
の

習
得
に
努
め
る
こ
と
が
求
め
ら
れ

て
い
る
。
職
員
に
求
め
ら
れ
る
役

割
や
能
力
に
つ
い
て
は
、
い
つ
の

時
代
も
住
民
の
負
託
に
応
え
る
こ

と
に
変
わ
り
は
な
い
と
考
え
て
い

る
。

②
柳
津
町
は
、
他
地
域
と
比
べ
て

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
意
識
が
高
く
、

共
助
の
支
え
合
い
の
体
制
の
基
盤

が
整
っ
て
い
る
が
、
人
口
減
少
に

伴
う
担
い
手
不
足
に
よ
り
弱
体
化

し
て
お
り
、
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

ー
の
維
持
が
危
惧
さ
れ
て
い
る
。

快
適
で
安
心
な
暮
ら
し
を
維
持
し

て
い
く
た
め
、
地
域
の
実
情
に
応

じ
、
多
様
な
取
組
が
自
主
性
・
主

体
性
を
持
っ
て
で
き
る
よ
う
、
体

制
整
備
が
必
要
で
あ
る
と
認
識
し

て
い
る
。
職
員
が
そ
れ
ぞ
れ
の
立

場
で
役
割
を
発
揮
で
き
る
よ
う
、

環
境
整
備
と
併
せ
、
機
会
の
確
保

に
努
め
て
い
く
。

③
兼
業
に
つ
い
て
は
、
公
務
の
能

率
の
確
保
、
職
務
の
公
正
の
確
保
、

職
員
の
品
位
の
確
保
等
の
た
め
、

許
可
制
を
取
っ
て
い
る
が
、
多
様

で
柔
軟
な
働
き
方
へ
の
ニ
ー
ズ
が

高
ま
っ
て
お
り
、
人
口
減
少
に
伴

う
人
材
不
足
を
背
景
に
公
務
員
の

兼
業
の
促
進
に
向
け
た
環
境
整
備

が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
兼

業
の
許
可
ま
で
至
ら
な
い
行
為
、

社
会
貢
献
活
動
と
し
て
、
専
門
的

な
知
識
や
資
格
を
生
か
す
活
動
に

参
加
す
る
こ
と
や
、
公
務
で
培
っ

た
経
験
を
生
か
し
た
活
動
や
福
祉

支
援
活
動
へ
の
参
加
な
ど
、
す
ぐ

に
で
も
取
り
組
め
る
こ
と
も
あ
り
、

兼
業
許
可
制
度
の
目
的
に
照
ら
し

合
わ
せ
な
が
ら
、
体
制
整
備
に
努

め
て
い
き
た
い
。

Q
　

現
在
、
主
に
実
施
し
て

い
る
町
民
ニ
ー
ズ
把
握
の

手
法
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
こ

と
が
行
わ
れ
て
い
る
か
。

A
（
総
務
課
長
）
町
長
が
各

地
区
に
出
向
い
て
町
民
か

ら
直
接
、
意
見
や
要
望
を
伺
う
町

政
懇
談
会
や
各
行
政
区
の
区
長
さ

ん
の
集
ま
り
で
あ
る
区
長
会
、
地

区
の
保
健
協
力
員
さ
ん
の
集
ま
り

の
場
で
の
要
望
、
ま
た
各
行
政
区

か
ら
の
町
に
対
す
る
要
望
書
や
町

民
ア
ン
ケ
ー
ト
の
実
施
な
ど
を
行

い
、
町
民
ニ
ー
ズ
の
把
握
に
努
め

て
い
る
。

Q
　

自
治
体
職
員
と
し
て
基

本
能
力
、
行
政
目
標
推
進

力
、
政
策
形
成
能
力
の
３
つ
が
必

要
だ
と
考
え
る
が
、
予
算
に
職
員

の
能
力
向
上
に
関
わ
る
研
修
費
等

が
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
。
職
員
の

能
力
向
上
の
た
め
に
、
ど
の
よ
う

な
研
修
を
行
っ
て
い
る
か
。

A
（
総
務
課
長
）
県
の
自
治

研
修
セ
ン
タ
ー
で
各
種
研

修
が
あ
り
、
基
本
研
修
と
選
択
研

修
、
指
導
者
の
養
成
研
修
な
ど
、

在
職
年
数
や
職
種
に
よ
り
受
講
さ

せ
て
い
る
。
最
近
で
は
、
国
や
県

で
推
進
し
て
い
る
Ｄ
Ｘ
の
研
修
や
、

県
主
催
の
防
災
研
修
な
ど
、
専
門

的
な
研
修
会
に
も
参
加
し
て
職
員

と
し
て
の
必
要
な
能
力
を
養
っ
て

い
る
。

　
　

行
政
改
革
は
、
職
員
の
意

識
改
革
か
ら
で
は
な
い
か
と

考
え
て
い
る
。
職
員
に
対
し
て
公

務
員
と
い
う
立
場
や
過
度
な
責
任
、

負
荷
を
強
い
る
の
は
町
民
の
た
め

に
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
考

え
て
お
り
、
職
員
の
職
場
環
境
を

整
え
て
新
し
い
気
持
ち
を
胸
に
職

務
に
従
事
し
て
い
た
だ
く
こ
と
が
、

町
民
の
よ
り
よ
い
暮
ら
し
に
直
結

し
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え

て
い
る
。

こ
の
町
に
来
て
６
年
に
な
る
が
、

こ
の
町
の
皆
さ
ん
の
よ
さ
を
全
面

に
押
し
出
し
て
い
く
、
そ
ん
な
ま

ち
で
あ
っ
て
ほ
し
い
と
思
う
。
町

民
の
よ
さ
を
全
面
に
出
す
よ
う
な

ま
ち
づ
く
り
を
、
声
高
ら
か
に
訴

え
て
い
き
た
い
し
、
叫
び
続
け
て

い
き
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

４
月
か
ら
新
年
度
が
始
ま
る
。

執
行
部
・
議
会
両
輪
に
な
っ
て
、

よ
り
よ
い
ま
ち
づ
く
り
の
た
め
に
、

町
民
の
た
め
に
頑
張
っ
て
い
た
だ

き
た
い
。

要望

6番　松村　亮議員
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一 般 質 問

○老朽化するインフラの
整備計画・維持管理について

３番　伊藤　純議員

Q
　

第
６
次
柳
津
町
振
興
計

画
基
本
構
想
の
中
で
重
点

事
項
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
公

共
上
下
水
道
施
設
の
整
備
計
画
に

つ
い
て
伺
う
。

①
公
共
下
水
道
等
の
イ
ン
フ
ラ
は
、

老
朽
化
が
進
む
中
、
維
持
管
理
・

整
備
に
莫
大
な
費
用
が
か
か
る
と

考
え
ら
れ
る
。
長
期
的
な
実
施
計

画
を
進
め
て
行
く
べ
き
で
あ
る
と

考
え
る
が
、
基
本
的
な
考
え
方
に

つ
い
て
。

②
上
水
道
に
つ
い
て
は
住
民
に
安

心
・
安
全
な
水
を
届
け
る
為
に
も

耐
用
年
数
を
超
え
た
埋
設
時
期
を

把
握
し
て
い
る
か
。

③
埋
設
箇
所
・
距
離
等
の
地
図
は
、

毎
年
更
新
・
整
備
を
し
て
い
る
の

か
。

④
今
後
の
整
備
計
画
・
維
持
管
理

に
つ
い
て
具
体
的
な
策
定
計
画
は

あ
る
か
。

A
（
町
長
）
①
公
共
下
水
道

は
「
柳
津
町
ス
ト
ッ
ク
マ

ネ
ジ
メ
ン
ト
計
画
」、
農
業
集
落

排
水
は
「
柳
津
町
最
適
整
備
構
想
」

の
計
画
を
策
定
し
て
い
る
。
策
定

済
み
の
事
業
に
関
し
て
は
、
で
き

る
だ
け
計
画
に
沿
う
よ
う
に
維
持

管
理
を
実
施
し
て
い
く
予
定
。
ま

た
、
整
備
に
関
し
て
は
新
た
な
事

業
箇
所
の
区
域
拡
張
の
際
は
事
業

認
可
の
取
得
が
必
要
と
な
る
。
な

お
、
10
年
程
度
の
期
間
の
整
備
計

画
と
し
て
事
業
認
可
を
活
用
し
て

い
る
。

②
水
道
管
は
布
設
年
度
、
施
設
は

建
設
年
度
を
把
握
し
て
い
る
。

③
図
面
は
、
県
代
行
で
行
っ
た
工

事
の
一
部
以
外
は
保
管
し
て
い
る
。

デ
ー
タ
は
、
水
道
事
業
は
台
帳
整

備
を
令
和
２
、
３
年
度
で
完
成
さ

せ
る
予
定
。
ま
た
、
公
共
下
水
道

台
帳
に
つ
い
て
は
、
水
道
台
帳
シ

ス
テ
ム
と
同
じ
シ
ス
テ
ム
に
更
新

し
た
。
更
新
は
、
管
路
・
施
設
等

に
変
更
が
あ
っ
た
次
年
度
に
ま
と

め
て
更
新
し
て
い
る
。

④
整
備
計
画
は
、
事
業
認
可
を
整

備
計
画
と
し
て
10
年
間
程
度
の
期

間
を
目
安
に
取
得
し
て
お
り
、
今

後
も
整
備
計
画
と
し
て
活
用
し
て

い
く
予
定
。
維
持
管
理
計
画
に
つ

い
て
は
、
各
事
業
独
自
の
修
繕
計

画
は
策
定
し
て
い
る
が
、
簡
易
水

道
事
業
、
簡
易
排
水
事
業
、
林
業

集
落
排
水
事
業
で
は
具
体
的
な
維

持
管
理
計
画
を
策
定
し
て
い
な
い

の
で
、
計
画
的
に
適
切
な
施
設
管

理
が
行
え
る
よ
う
に
計
画
の
策
定

を
行
っ
て
い
く
。

Q
　

柳
津
町
ス
ト
ッ
ク
マ
ネ

ジ
メ
ン
ト
計
画
は
何
年
度

か
ら
計
画
を
し
て
い
る
の
か
。
ま

た
、
毎
年
更
新
し
て
い
る
の
か
。

A
（
建
設
課
長
）
柳
津
町
ス

ト
ッ
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
計

画
は
平
成
28
年
度
に
作
成
し
て
お

り
、
必
要
に
応
じ
て
更
新
や
内
容

の
変
更
を
し
て
い
く
。

Q
　

以
前
の
水
道
管
は
鋳
鉄

製
だ
っ
た
が
、
阪
神
淡
路

大
震
災
以
降
、
地
震
に
強
く
耐
久

性
も
あ
る
Ｇ
Ｘ
形
経
管
の
採
用
が

増
え
て
い
る
。
非
常
に
高
価
で
あ

る
が
、
今
後
町
で
も
採
用
し
て
い

く
考
え
は
あ
る
か
。

A
（
建
設
課
長
）
近
隣
で
は

会
津
若
松
市
で
Ｇ
Ｘ
管
を

採
用
し
て
い
る
。
単
価
的
に
か
な

り
高
い
物
で
あ
り
、
全
線
と
い
う

わ
け
に
は
い
か
な
い
が
、
効
果
が

認
め
ら
れ
、
必
要
と
思
わ
れ
る
場

所
に
採
用
し
、
財
政
に
大
き
な
負

担
と
な
ら
な
い
よ
う
更
新
し
て
い

く
。Q

　

大
成
沢
の
水
源
と
柳
津

簡
易
水
道
施
設
の
濁
り
解

消
、
そ
し
て
、
麻
生
給
水
区
の
問

題
解
消
を
優
先
的
に
行
っ
て
い
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
が
、

進
捗
状
況
も
含
め
て
ど
の
よ
う
に

計
画
を
進
め
て
い
る
の
か
。

A
（
建
設
課
長
）
令
和
３
年

度
に
大
成
沢
の
水
源
、
柳

津
第
一
水
源
の
膜
ろ
過
施
設
、
麻

生
給
水
区
と
柳
津
給
水
区
と
の
接

続
に
つ
い
て
認
可
を
取
得
す
る
予

定
。大

成
沢
水
源
は
、
令
和
４
年
度

に
詳
細
設
計
を
行
い
、
令
和
５
、

６
年
度
で
工
事
を
実
施
す
る
予
定
。

柳
津
町
第
一
水
源
の
ろ
過
施
設

は
、
令
和
６
年
度
に
詳
細
設
計
を

行
い
、
令
和
７
年
度
に
工
事
を
実

施
す
る
予
定
。
そ
の
工
事
で
濁
り

を
解
消
し
た
後
、
麻
生
地
区
の
水

道
と
柳
津
町
の
水
道
の
給
水
区
の

接
続
を
行
う
。
こ
ち
ら
は
令
和
７

年
度
に
詳
細
設
計
、
令
和
８
年
度

に
工
事
を
実
施
す
る
予
定
。

Q
　

上
下
水
道
の
維
持
管
理

整
備
は
、
莫
大
な
予
算
が

必
要
と
な
る
の
で
、
今
後
と
も
住

民
の
方
々
に
安
全
・
安
心
の
水
を

供
給
し
て
い
く
た
め
に
も
し
っ
か

り
と
し
た
中
長
期
的
な
計
画
を
立

て
て
管
理
し
て
ほ
し
い
。

A
（
建
設
課
長
）
水
道
・
下

水
道
施
設
共
に
、
将
来
必

要
と
な
る
修
繕
費
に
つ
い
て
、
極

端
な
支
出
を
避
け
る
た
め
に
も
時

期
を
し
っ
か
り
と
見
定
め
て
改
修

し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
て

い
る
。

今
後
も
、
水
道
で
は
安
全
・
安

心
な
水
の
供
給
を
、
下
水
道
で
は

き
れ
い
な
水
を
自
然
に
帰
し
て
い

く
こ
と
に
努
め
て
、
ま
た
、
下
水

道
に
つ
い
て
は
加
入
促
進
も
含
め

て
、
皆
さ
ん
に
加
入
し
て
い
た
だ

く
と
こ
ろ
も
目
標
と
し
て
、
適
正

な
管
理
に
努
め
て
い
く
。
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一 般 質 問

５番　岩渕清幸議員

○小中学校における
デジタル戦略について

Q
　

昨
年
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に

よ
る
臨
時
休
校
時
に
は
オ
ン
ラ
イ

ン
授
業
が
注
目
を
浴
び
、
デ
ジ
タ

ル
化
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
活
用
、
オ
ン
ラ
イ

ン
な
ど
の
キ
ー
ワ
ー
ド
が
紙
面
を

に
ぎ
わ
せ
た
。
柳
津
町
の
小
中
学

校
で
は
一
人
１
台
の
端
末
機
が
行

き
渡
っ
て
い
る
が
、
急
速
に
進
む

学
校
の
デ
ジ
タ
ル
化
や
デ
ジ
タ
ル

教
科
書
の
導
入
に
よ
っ
て
、
小
中

学
校
の
授
業
は
ど
う
変
わ
る
の

か
、
そ
の
メ
リ
ッ
ト
と
デ
メ
リ
ッ

ト
に
つ
い
て
伺
う
。

A
（
教
育
長
）
現
在
、
小
中

学
校
で
は
、
大
型
モ
ニ
タ

ー
に
デ
ジ
タ
ル
教
科
書
の
問
題
や

説
明
文
な
ど
を
提
示
し
て
、
学
習

の
焦
点
化
や
意
見
の
交
流
を
支
援

す
る
場
面
で
活
用
し
て
い
る
。
そ

の
際
、
手
元
に
は
、
紙
の
教
科
書

が
あ
り
、
必
要
に
応
じ
て
学
習
に

使
用
し
て
お
り
、
こ
れ
が
デ
ジ
タ

ル
版
に
変
わ
る
だ
け
な
の
で
、
基

本
的
な
学
習
の
流
れ
に
大
き
な
変

化
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
紙
の
教
科
書
は
サ
イ
ズ

的
に
大
き
く
持
ち
運
び
に
か
な
り

の
負
担
が
生
じ
て
い
る
が
、
デ
ジ

タ
ル
化
す
れ
ば
タ
ブ
レ
ッ
ト
１
台

で
済
む
た
め
、
負
担
が
軽
減
す

る
。
さ
ら
に
、
文
字
等
の
拡
大
が

で
き
る
、
書
き
込
み
や
消
去
が
容

易
に
で
き
る
、
音
声
ア
シ
ス
ト
機

能
が
使
え
る
等
、
メ
リ
ッ
ト
も
多

く
Ｉ
Ｃ
Ｔ
を
活
用
す
る
技
能
等
の

向
上
も
期
待
で
き
る
。
そ
の
反
面
、

タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
の
利
用
時
間
が

増
え
る
こ
と
で
、
視
力
低
下
等
、

健
康
へ
の
影
響
も
懸
念
さ
れ
る
。

令
和
３
年
度
よ
り
学
習
用
デ
ジ

タ
ル
教
科
書
導
入
の
た
め
の
試
行

が
始
ま
る
が
、
試
行
の
状
況
や
文

部
科
学
省
の
年
次
計
画
な
ど
を
注

視
し
て
、
導
入
に
向
け
た
準
備
を

進
め
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い

る
。Q

　

昨
年
の
オ
ン
ラ
イ
ン
授

業
の
実
績
は
。
ま
た
、
生

徒
か
ら
の
質
問
に
答
え
る
こ
と
の

で
き
る
双
方
向
性
の
授
業
だ
っ
た

の
か
。

A
（
教
育
長
）
柳
津
小
学
校

で
は
、
３
～
６
年
生
で
国

語
、
社
会
、
算
数
、
理
科
、
音
楽

な
ど
の
授
業
を
１
日
２
時
間
程
度

行
っ
た
。
授
業
の
中
身
は
15
～
20

分
ぐ
ら
い
、
学
習
の
め
あ
て
や
問

題
を
示
す
な
ど
、
通
常
の
授
業
と

同
じ
よ
う
に
行
っ
た
。
そ
の
後
、

個
別
学
習
を
行
い
、
学
習
が
終
わ

っ
た
ら
、
オ
ン
ラ
イ
ン
で
回
答
を

担
任
に
提
出
し
、
担
任
が
採
点
を

し
て
返
す
と
い
う
、
双
方
向
の
や

り
取
り
が
で
き
て
い
る
。
そ
の
ほ

か
で
は
オ
ン
ラ
イ
ン
朝
の
会
を
開

き
健
康
観
察
を
し
た
り
、
オ
ン
ラ

イ
ン
帰
り
の
会
で
一
日
の
振
り
返

り
な
ど
も
行
っ
た
。

西
山
小
学
校
で
は
、
オ
ン
ラ
イ

ン
朝
の
会
を
全
学
年
で
４
回
実
施

し
、
授
業
は
国
語
、
算
数
、
理
科

な
ど
の
授
業
を
５
・
６
年
で
７
時

間
実
施
し
た
。
西
山
小
学
校
は
少

人
数
で
密
に
な
ら
な
い
環
境
を
生

か
し
、
個
別
に
登
校
し
指
導
を
行

っ
た
の
で
、
回
数
が
少
な
か
っ
た
。

会
津
柳
津
学
園
中
学
校
は
、
数

学
や
社
会
の
授
業
を
１
時
間
ず
つ

試
験
的
に
行
っ
た
。
１
年
生
に
は
、

音
楽
の
授
業
を
兼
ね
て
、
校
歌
を

ユ
ー
チ
ュ
ー
ブ
に
上
げ
て
、
そ
れ

を
見
な
が
ら
歌
を
覚
え
る
と
い
う

活
動
も
行
っ
て
い
る
。
中
学
校
は
、

実
際
に
紙
の
教
科
書
を
使
う
こ
と

が
中
心
な
の
で
、
ま
だ
回
数
は
少

な
い
が
、
い
つ
で
も
オ
ン
ラ
イ
ン

の
授
業
が
で
き
る
よ
う
な
準
備
は

整
っ
て
い
る
。

Q
　

オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
に
つ

い
て
生
徒
や
児
童
、
保
護

者
の
意
見
等
を
把
握
し
て
い
る
か
。

A
（
教
育
長
）
３
校
共
に
、

児
童
生
徒
、
保
護
者
共
に
、

比
較
的
好
評
だ
っ
た
と
い
う
報
告

を
受
け
て
い
る
。
タ
ブ
レ
ッ
ト
の

使
い
方
を
学
ぶ
こ
と
も
で
き
、
学

校
再
開
後
、
授
業
で
よ
り
有
効
に

活
用
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う

声
も
届
い
て
い
る
。
ま
た
、
学
級

内
で
の
意
見
交
換
に
加
え
、
柳
津

小
学
校
と
西
山
小
学
校
を
オ
ン
ラ

イ
ン
で
接
続
し
、
合
同
授
業
や
意

見
交
換
会
等
も
行
っ
た
。
そ
の
他

子
供
た
ち
か
ら
の
感
想
と
し
て
、

練
習
問
題
を
自
分
に
合
っ
た
ペ
ー

ス
で
学
習
で
き
る
の
で
大
変
よ
い

と
い
う
感
想
や
、
保
護
者
か
ら
は
、

臨
時
休
校
中
も
工
夫
し
て
学
習
指

導
を
進
め
て
も
ら
っ
た
こ
と
を
感

謝
し
た
い
と
い
う
声
も
あ
っ
た
。

Q
　

Ｉ
Ｃ
Ｔ
化
が
進
む
と
、

視
力
低
下
や
、
ネ
ッ
ト
依

存
、
寝
不
足
な
ど
、
健
康
に
対
す

る
影
響
が
危
惧
さ
れ
る
。
生
活
習

慣
に
対
し
て
、
学
校
で
き
ち
ん
と

指
導
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な

い
か
。

A
（
教
育
長
）
長
時
間
の
利

用
に
よ
る
健
康
被
害
を
一

番
に
心
配
し
て
い
る
。
ま
た
、
Ｉ

Ｃ
Ｔ
機
器
の
利
用
に
関
し
て
の
メ

デ
ィ
ア
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
問
題
、
情

報
モ
ラ
ル
問
題
な
ど
に
つ
い
て
も

重
要
な
問
題
で
あ
り
、
連
合
Ｐ
Ｔ

Ａ
の
重
点
取
組
と
し
て
真
摯
に
取

り
組
ん
で
い
る
。
Ｐ
Ｔ
Ａ
の
皆
さ

ん
と
連
携
し
な
が
ら
、
子
供
た
ち

へ
の
活
用
、
マ
ニ
ュ
ア
ル
等
を
し

っ
か
り
と
作
成
し
て
い
き
た
い
。
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一 般 質 問

○�特定地域づくり事業協同組合事業に
ついて

○ＪＲ只見線の全線再開通に向けて
町の取り組みについて

２番　新井田順一議員

Q
　

令
和
３
年
２
月
18
日
柳

津
町
、
三
島
町
、
昭
和
村

の
関
係
者
に
よ
る
標
記
合
同
説
明

会
が
開
催
さ
れ
た
。
複
数
の
市
町

村
に
ま
た
が
る
特
定
地
域
づ
く
り

事
業
協
同
組
合
設
立
を
模
索
し
た

内
容
で
あ
っ
た
。
こ
の
説
明
会
の

内
容
に
つ
い
て
町
の
対
応
を
伺
う
。

A
（
町
長
） 

本
町
で
は
、
人

口
減
少
に
伴
い
、
地
域
の

担
い
手
確
保
に
困
難
な
状
況
と
な

っ
て
い
る
。
地
域
の
複
数
事
業
者

に
よ
る
特
定
地
域
づ
く
り
事
業
協

同
組
合
の
設
立
は
、
地
域
全
体
の

仕
事
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
で
、

年
間
を
通
じ
た
新
た
な
雇
用
の
場

を
創
出
す
る
こ
と
が
で
き
、
又
、

安
定
的
な
雇
用
環
境
・
地
域
の
活

性
化
・
地
域
の
担
い
手
の
確
保
が

図
ら
れ
る
な
ど
、
本
町
に
と
っ
て

も
有
効
な
制
度
だ
と
考
え
て
い
る
。

説
明
会
で
は
、
複
数
市
町
村
に

ま
た
が
る
広
域
的
な
取
り
組
み
に

よ
り
、
新
規
事
業
が
検
討
し
や
す

く
な
り
、
特
定
地
域
づ
く
り
事
業

に
係
る
町
負
担
の
軽
減
が
図
ら
れ

る
一
方
、
負
担
割
合
や
事
務
局
の

問
題
な
ど
の
課
題
も
あ
げ
ら
れ
た
。

今
後
も
事
業
実
施
に
向
け
て
、

近
隣
町
村
、
各
種
団
体
、
事
業
者

と
の
情
報
共
有
・
連
携
を
図
り
な

が
ら
、
町
と
し
て
も
支
援
を
し
て

い
き
た
い
。

Q
　

も
し
３
町
村
で
の
設
立

が
難
し
い
場
合
、
町
単
独

で
も
設
立
を
目
指
す
の
か
。

A
（
町
長
）
３
町
村
合
同
で

の
設
立
は
、
全
国
的
に
も

な
い
と
聞
い
て
お
り
、
設
立
に
向

け
て
問
題
点
も
多
く
出
て
く
る
と

考
え
て
い
る
。
こ
れ
か
ら
検
討
を

重
ね
て
い
く
必
要
は
あ
る
が
、
ど

の
よ
う
な
形
で
あ
れ
、
組
合
の
設

立
に
む
け
て
町
と
し
て
は
積
極
的

に
支
援
を
し
て
い
き
た
い
。

Q
　

発
起
人
の
商
工
会
の
皆

さ
ん
は
、
財
政
的
な
支
援

と
行
政
的
な
支
援
は
町
に
お
願
い

し
た
い
と
言
っ
て
い
た
。
発
起
人

の
方
々
と
、
昭
和
村
・
三
島
町
の

町
村
長
と
一
緒
に
話
合
い
を
持
つ

こ
と
は
考
え
て
い
る
か
。

A
（
町
長
）
こ
の
事
業
は
、

当
初
か
ら
三
島
町
長
と
１

対
１
で
お
話
を
し
て
お
り
、
そ
の

中
で
基
本
的
な
合
意
形
成
を
し
て

い
る
。
３
町
村
の
首
長
が
集
ま
っ

て
話
を
し
よ
う
と
い
う
話
は
し
て

い
る
の
で
、
近
々
機
会
を
つ
く
っ

て
そ
う
い
う
話
が
で
き
る
場
が
あ

る
と
考
え
て
い
る
。

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

Q
　

Ｊ
Ｒ
只
見
線
は
全
線
再

開
通
を
目
指
し
て
復
旧
工

事
が
進
め
ら
れ
て
い
る
が
、
重
要

な
こ
と
は
再
開
通
し
た
只
見
線
の

利
活
用
を
図
る
こ
と
で
地
域
を
活

性
化
し
、
廃
線
の
危
機
に
二
度
と

さ
ら
す
こ
と
が
な
い
よ
う
継
続
す

る
こ
と
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
福
島
県
や
只
見
線
利

活
用
推
進
協
議
会
と
共
同
で
利
活

用
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
町
独

自
の
対
策
も
必
要
と
考
え
る
が
、

町
の
見
解
を
伺
う
。

A
（
町
長
） 

令
和
２
年
度
に

フ
ォ
ト
ス
ポ
ッ
ト
整
備
の

た
め
、
滝
谷
川
鉄
橋
を
望
む
場
所

の
支
障
木
伐
採
と
会
津
柳
津
駅
前

の
ト
イ
レ
整
備
を
実
施
し
た
。

ま
た
、
会
津
柳
津
駅
舎
を
活
用

し
只
見
線
の
利
用
者
を
増
加
さ
せ

る
よ
う
な
取
り
組
み
を
行
っ
て
い

き
た
い
。

令
和
３
年
秋
に
は
会
津
柳
津
駅

舎
周
辺
が
新
た
に
越
後
三
山
只
見

国
定
公
園
内
の
施
設
と
し
て
指
定

さ
れ
る
予
定
と
な
っ
て
お
り
、
駅

舎
の
利
活
用
と
併
せ
て
駅
周
辺
の

整
備
や
沿
線
の
景
観
整
備
と
し
て

の
支
障
木
伐
採
も
実
施
し
て
い
き

た
い
。

Q
　

町
単
独
で
支
障
木
の
伐

採
を
行
う
こ
と
は
考
え
て

い
な
い
か
。

A
（
地
域
振
興
課
長
）
利
用

者
を
増
や
す
上
で
も
、
景

観
整
備
は
非
常
に
重
要
と
考
え
て

お
り
、
町
と
し
て
も
支
障
木
の
伐

採
は
行
っ
て
い
き
た
い
が
、
立
木

は
個
人
の
所
有
物
な
の
で
、
所
有

者
と
交
渉
し
な
が
ら
進
め
て
い
き

た
い
。

Q
　

観
光
で
訪
れ
た
柳
津
駅

の
利
用
者
か
ら
、
駅
で
土

産
物
を
売
っ
て
ほ
し
い
と
の
声
も

聞
こ
え
て
く
る
が
。

A
（
地
域
振
興
課
長
）
駅
の

利
活
用
を
図
る
上
で
も
、

駅
で
町
の
名
産
品
と
な
る
あ
わ
ま

ん
じ
ゅ
う
や
お
土
産
物
、
農
産
物

を
販
売
で
き
れ
ば
と
考
え
て
い
る
。

今
後
、
関
係
者
・
関
係
団
体
と
協

議
し
な
が
ら
進
め
て
行
き
た
い
。

Q
　

コ
ロ
ナ
禍
の
現
在
、
イ

ン
バ
ウ
ン
ド
対
策
は
行
っ

て
い
る
か
。

A
（
地
域
振
興
課
長
）
只
見

線
の
利
活
用
プ
ロ
モ
ー
シ

ョ
ン
ビ
デ
オ
は
開
通
に
合
わ
せ
て

只
見
線
準
備
室
の
ほ
う
で
進
め
て

い
る
。

町
で
は
、
昨
年
度
ま
で
外
国
人

を
起
用
し
た
動
画
を
ユ
ー
チ
ュ
ー

ブ
で
公
開
し
て
き
た
。
ま
た
、
台

湾
や
タ
イ
と
の
交
流
事
業
に
つ
い

て
も
、
い
つ
で
も
再
開
で
き
る
よ

う
に
準
備
は
進
め
て
い
る
。
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監査公表第１号
　令和２年度に監査委員が指摘した事項について、地方自治法第１９９条第１２項の規定に基づき、柳津
町長から次のとおり措置状況の通知があったので、同項の規定によりこれを公表する。

令和３年５月２８日　　　　　　　　　　
柳津町代表監査委員　岩　佐　利　昭
柳 津 町 監 査 委 員　磯　目　泰　彦

令和２年度監査委員による指摘事項のうち措置を講じたものの調書（抜粋）

課名・係名 指摘事項 処理状況
指摘月日：令和２年８月３日（例月）

柳津中央公民館
生涯学習係

B&G体育館の使用料については、NPO法人赤べこトー
タルスポーツに公金受納委託をしている。金銭の受領につ
いては同法人が行うこととなっているので、現在、預託し
ているつり銭準備金3,000円は法人と協議し、適切な時期
に会計管理者に返納してください。

法人と協議を行い適切な処理を実施するようにしました。

指摘月日：令和３年２月25日（例月）

地域振興課
観光商工係

町営スキー場会計において、スキー場の除草作業をやな
いづ振興公社に委託料590,700円で実施した事業につい
て、財務規則においては50万円を超え100万円未満の委託
料については副町長の専決権の範囲内にあり、財務規則に
従い副町長の決済により遺漏なく処理されていました。し
かしながら、副町長は委託先であるやないづ振興公社理事
長と同一人であり、民法108条で定める双方代理の禁止に
抵触する恐れがあります。町側の契約者名は町長名ですか
ら異論はあると思いますが、この場合、副町長の上位の決
済権者である町長の決裁を得ておく処理が適切であったも
のと思われます。あらゆる知識を結集して事務処理を遂行
してください。

やないづ振興公社への委託等について、副町長までの決済に
ついては、町長までの決済とするよう改善しました。

指摘月日：令和２年７月21日～令和２年８月12日（決算）

総務課
総務係

行財政改革推進費の支出がありませんでした。コロナウ
イルス対策を優先した結果だろうと理解しますが、行政の
効率的な推進は不断の努力が必要です。健闘を祈ります。

柳津町行財政改革大綱に基づき行財政改革をすすめていると
ころであります。

令和２年度におきましては、行財政改革推進委員会を開催し、
以前からの懸案事項でした企画財政班の企画・立案をする部門
と財政を管理・運営する部門との組織見直しについて検討、協
議したところであります。

令和３年度からは、企画部門として「みらい創生課」を新設
し、財政係を独立させる新体制としました。

今後も、限られた財源の有効活用を図り効果的な行政運営を
行って参りたいと考えております。

総務課
財政係

歳入決算において予算額に比べ多額の歳入不足が見られ
る項目があります。全体として黒字決算となっているので
決算上の不都合はありませんが、繰越財源となるもの以外
の収入不足は見栄えの良いものではありません。しっかり
決算の見込みを把握し、予算に反映してください。

予算の積算にあたっては十分な精査・シュミレーションをし
ているところでありますが、諸事情により歳入予算と収入額と
の差が出る場合もありますので、実態にあわせ適切な時期に予
算補正を行うよう、財政担当として助言・指導を行って参りま
す。

町民課
保健衛生係

後期高齢者医療保険料において現年度分２件、27万2,800
円、過年度分１件、33万7,700円、合計61万500円の滞納
額が発生しています。滞納者は固定しているとのことです
が、昨年度より25万9,600円増加となってしまいました。
ルールに従い徴収に努力してください。

令和３年３月末現在、後期高齢者医療保険料の滞納分につい
ては、すべて徴収済となりました。資格取得により保険料が発
生した方についての制度説明や周知を充分行いながら、納期限
後に納付されていない方へは、督促状の送付及び電話連絡をす
るなど、早期に対応をしながら、滞納額が発生しないよう努め
て参ります。

町民課
住民福祉係

人権擁護委員会の定額補助において事業費の決算額1万
8,696円に対し2万4,000円の補助金が交付されています。
定額の補助だからということでしょうが、事業費決算額を
超える補助金交付額は適正と思えません。適正な補助金交
付を行ってください。

人権擁護委員会へは、2万4,000円の補助金を支出しており、
補助金の趣旨を再度伝え、適正な執行に努めていただき、町に
おいても、補助金実績報告書等の十分な確認に努めて参ります。

町民課
住民福祉係

町民税非課税世帯、子育て世帯を対象としたプレミアム
付商品券の発行事業が国の補助金により行われましたが、
非課税世帯930世帯のうち40％である374世帯しか利用さ
れていません。100％国の事業であり、その事務も国の指
針に従って実施されたところですが、システム改修や印刷
代等多額の事務費を使用しています。機会をとらえて県・
国へ実態を報告してください。

県担当者へは今回の指摘事項の報告と共に、今後同様な事業
が実施される場合などでは効果的・効率的な事業が実施となる
よう要望しました。

教育課
学校教育係

学校施設において、体育館屋根塗装など過去の実施日等
が判明できないものがありました。学校には詳細な記録が
あると思われますので、学校施設台帳と併せ事務局も記録
を保存してください。

執行基準に基づき、町および学校で、それぞれ執行している
が、工事や修繕関係については相互に状況確認し、適正に記録
することで対応を考えている。



課名・係名 指摘事項 処理状況

保育所
保育係

過去の保育料及び放課後児童クラブ負担金が未納となっ
て何年も経過している。法に従った手続きを行うこと。

年度末において、保育料に関しては地方自治法236条「金銭
債権の消滅時効」に基づき、２件　233,750円について不能欠
損処理を実施した。放課後児童クラブ負担金に関しては、民法
167条「債権等の消滅時効」に基づき１件　15,000円を不能欠
損処理を実施した。

指摘月日：令和２年10月23日～令和２年11月５日（定期）

総務課
総務係

防災行政無線による注意喚起と共に、緊急情報の提供、
メールの配信が行われていますが、まだ利用者が少なく効
果的な運用となっていません。携帯電話、スマートフォン
の普及は進んでいるようなので、使い方、接続方法など高
齢者にも容易に活用できる詳しい説明を行い、安心、安全
な生活が送れるよう検討してください。

令和２年５月18日より運用を開始しました柳津町防災行政情
報アプリ・メール配信システムについては、広報誌や会議等で
登録してもらえるよう周知を図っているところです。

令和３年３月末現在の登録者数は、防災アプリ260件、防災
メール107件となっており、徐々にではありますが増えている
状況です。

今後も、機会を通じて登録していただけるよう周知して参り
ます。

町民課
住民福祉係

高齢者給食サービス事業について、一人暮らし等高齢者
にとってやさしい良い企画と思われます。包括支援センタ
ーを窓口として実施しているとのことですが、事業浸透の
広報を行い、拡大を図ってください。また高齢者に優しい
住まいづくり事業についても、ＰＲ不足が感じられます。
取り組みの強化を検討してください。

これらの事業は、地域包括支援センターや居宅介護支援事業
所などと協力し、事業を必要とする方が利用できるよう取り組
んできたところですが、今後、さらに関係機関などと連携・協
力を図りながら、事業を必要とする方が、必要な時に利用でき
るように努めると共に、随時、広報して周知を図って参ります。

町民課
保健衛生係

燃えるゴミの排出量が増えています。コロナウイルスや
可燃ごみの週２回収集が要因と思われますが、広域圏の取
り組みでは減量となるよう目標を定めています。リサイク
ルの推進やコンポストへの投入推進など、地道な減量対策
が重要と思われます。住民へのＰＲを強化してください。

燃えるゴミの排出量については、コロナ禍でのステイホーム
や可燃ごみの収集回数の増より、排出量が増加している傾向に
あります。減量対策といたしまして、令和２年度より古着回収
によるリサイクルを開始いたしました。また、令和３年度につ
きましては、コロナ感染状況を見ながら、各地区においてごみ
減量化に向けての説明会を行い、生ごみの水切り器を各世帯へ
配布するとともに、町民に対し広報等で随時ごみ減量、リサイ
クル推進について周知しながら、減量対策に努めて参ります。

地域振興課
観光商工係

各種行事に対する補助金について、新型コロナウイルス
感染拡大防止の観点から、各団体において各種事業が実施
見送りとなっている件が数多く発生しています。すでに補
助金交付指令が発令され、概算払いとして資金が交付され
ている事業もあります。過大な補助金交付とならないよう
注意してください。

各種団体への補助金については、交付決定前に事業の縮小や
中止の決定があったものについては、減額して交付決定してお
り、概算払いを交付し年度途中で事業中止・縮小となったもの
については、補助金の返還手続きを行いました。

地域振興課
農林振興係

森林景観整備事業として、遊歩道の整備がなされており、
町が直接工事請負費として発注しています。町所有、町管
理の土地ではないので、土地所有者との使用に関する契約、
今後の管理に関する契約が必要と思われます。善処してく
ださい。

小巻地区と森林環境整備に関する協定を締結し、土地の無償
貸与及び遊歩道設置後の維持管理についての町と地区の実施範
囲を明確化しました。

地域振興課
農林振興係

補助金の交付において、補助金交付要綱が未整備にもか
かわらず、決済となり、支出負担行為が確認済となってい
るものがあります。補助金の交付は交付要綱の整備が必須
条件であります。全庁挙げてチェックするよう心掛けてく
ださい。また、概算払いですでに資金が交付されていても
過大なものは年度内に返還の手続きが必要です。

各種団体への補助金については、それぞれの団体で実施した
事業について内容を確認し、当初の予定額から減額して補助金
を交付しました。

建設課
建設係

緊急雇用対策として８人の臨時職員を雇用しているとこ
ろですが、現地には職員が同行することなく、作業は臨時
職員に全面任せている状況となっています。随時に作業状
況を点検する必要があると共に、２班の作業班に主任を配
置し、作業の効率化と責任の所在を明らかにすると共に手
当てを加算すべきものと考えます。

令和３年度から主任及び副主任を任命し、２班体制の各主任
としています。各地区からの要望やパトロールによる道路維持
補修箇所を主任副主任へ伝達し、毎日の作業結果を現場完了写
真と共に報告させています。

現場での緊急があれば主任副主任から逐一報告をさせるとと
もに、職員がパトロールの際に抜き打ちで現場に足を運び作業
確認もしております。

なお、主任副主任については各班の取りまとめや毎日の報告
の業務がありますので、主任８号、副主任４号の報酬をそれぞ
れ加算し支給しております。

建設課
建設係

緑資源幹線林道について柳津町の所管する部分は管理さ
れていますが、他町が管理すべき区間の一部において、周
辺からの草の繁茂によって通行できない状況となっている
ところもあります。隣接町と協議会を結成してようやく完
成した道路です。管理を徹底するよう他町に促してくださ
い。

会津美里町分の路線で通行車両からの苦情があった際に、管
理を十分にしていただくよう会津美里町役場へ話をしました。

教育課
学校教育係

旧給食センター建物の活用あるいは取り壊しについて、
協議を先送りすることなく、早めに結論を出し安心な学校
施設としてください。

今年度、旧給食センターのアスベスト調査および施設解体実
施設計の業務を委託する計画です。その結果を受け、町の空き
家リストに計上し、今後、国の空き家対策総合支援事業を活用
しながら、解体撤去や整備などを進めていきたい。なお、今後
の利活用の方針については庁内や関係者との協議により、内容
を詰めて参りたい。

柳津中央公民館
生涯学習係

各種大会が中止、延期、縮小となっており、町民の体力
減少、健康不安が懸念されます。このウイルス対策は今後
も継続すると思われますので、町民の体力向上、健康不安
の解消のための施策を検討してください。

コロナウイルス感染予防として、アルコール消毒や検温及び
参加人数を限定するなど工夫して実施する。また、運動不足に
よる健康二次被害を予防するために自宅でできる運動など周知
いたします。

また、要望があれば地区に出向いて健康教室や講演会を行う
出前講座を予算化しました。
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委員長
磯目　泰彦

「広報常任委員会の活動」にあたり
令和３年度より常任委員会として新たに活動する事となりその委員長
の重責に身の引き締まる思いです。

「議会だより」は町民の皆さまと議会を繋ぐ架け橋として重要な広報誌のひとつです。
　議会で審議された内容や議員の意見、質問等をわかり易く伝えることは当然ですが最
大の役割は議会と行政のバランスを知るうえでの判断基準になる事ではないでしょう
か？
それゆえ「議会だより」を楽しみにして頂けるように「構成」「記事内容」「発行時期」
など町民の皆さまのご要望をお聞きしながら委員一同、一丸となって編集に努めてまい
りたいと思います。
　さて、近年は「政治不信」の時代と耳にしますがその一因は町民と政治のコミュニケ
ーション不足や議会への関心が希薄になったことにより招いた結果ではないかと思いま
す。そのためにも「議会だより」を充実させることで少しでも解消できれば幸いです。
　「ペンは剣よりも強し」とよく言われます。今の現代社会にはインターネットの急速
な普及によりペンや書物の存在は資源の削減や環境問題の一つとして捉えられるように
なりました。コロナ禍の終わりが見えない状況が続き人と人のコミュニケーションも難
しい時代になりつつあります。
「おうち時間」が増えている今、ぜひとも議会だよりを手に取って家族の話題の一つ
にして頂きたいと思います。
　最後になりますが今後も一層のご愛読賜ります様お願い申し上げると共に一日も早い
疫病の終息を願いまして私のご挨拶とさせていただきます。
� 広報常任委員長　磯目　泰彦

次回
定例会の
お知らせ

6月9日（水）～6月11日（金）
午前10時開会

広報を常任委員会に
柳津町議会では、以前は総務文教常任委員

会が広報編集委員会を兼務して議会だよりの
編集を行ってきましたが、令和３年４月１日
から、新たに広報常任委員会（定数５人）を
設置しました。

議会広報誌やホームページなどを通して情
報を発信するとともに、皆さんの意見を広く
集約する公聴活動を行い、もっと議会に関心
を持ってもらえるよう活動していきます。

副委員長
新井田 順一

委　員
鈴木　吉信

委　員
齋藤　正志

委　員
松村　亮

ちょっと
一言

３月26日（金）役場庁舎３階の議員控室で議長・副議
長と議会モニターの皆さんで意見交換会を開催しました。

柳津町議会では「議会モニター制度」を採用していま
す。その目的は議会の運営等に関して町民の皆さんから
のご意見を伺い、今後の議会運営に反映させ、議会の円
滑かつ民主的な運営を推進するためです。

令和２年度は新たに３名のモニターさんが加わり５人
体制となりました。１年間４回の定例会を傍聴して、感
じたこと、改善してほしいことなど、多くの意見が出さ
れました。

柳津町議会ではモニターさんだけでなく、広く一般か
らの意見を募集しています。

皆さんの声を直接議会に届けませんか？

議会モニターは引き続き募集していますので、興味が
ありましたら、議会事務局までご連絡ください。

多くの意見や要望が議会に寄せられました。

１年間を通して活動してくださったお礼に、
記念品が贈呈されました。

議会モニターの皆さんと
意見交換会を開催しました

初日は、町政に対し議員が一般質問を行います。
新型コロナウイルス感染症拡大予防のため、傍聴席は通常
の３分の１となります。
アルコール消毒、マスクの着用をお願いします。
西山支所、ふれあい館でも傍聴することができます


